
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

一
七
九 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

一
七
九 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件                             

一
八
〇 

○
福
島
県
資
源
管
理
方
針
を
変
更
し
た
件                                           

一
八
〇 

○
特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
件                         

一
八
〇 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件
二
件                                       

一
八
〇 

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件
二
件                                     

一
八
一 

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
二
件                     

一
八
一 

○
特
定
都
市
河
川
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域
を
指
定
す
る
件
二
件                         

一
八
一 

○
特
定
都
市
河
川
流
域
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域
に
お
け
る
基
準
降
雨
を
定
め
た 

　件                                                                       

一
八
二 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                               

一
八
四 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件                                                   

一
八
四 

　公

　告 

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件                           
一
八
四 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
二
百
八
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
六
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
経
済
環
境
部
商
工
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
須
賀
川

　Ｂ
エ
リ
ア

　福
島
県
須
賀
川
市
広
表
三
番
一
号
ほ
か
六
十
一
筆 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
（
小
売

業
を
行
う
者
の
名
称
の
変
更

　二
件
、
小
売
業
を
行
う
者
の
住
所
の
変
更

　四
件
、
小
売
業
を
行
う

者
の
代
表
者
の
変
更

　六
件
） 

三

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
三
日 

四

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
ア
ク
テ
ィ
ブ
ワ
ン 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
六
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
経
済
産
業
部
商
工
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
須
賀
川

　Ｂ
エ
リ
ア

　福
島
県
須
賀
川
市
広
表
三
番
一
号
ほ
か
六
十
一
筆 

二

　変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り 

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り 

　２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

駐
車
場
④
（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

　
　
　
　（
変
更
後
）
午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

　３

　荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り 

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り 

三

　変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
四
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
三
日 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
ア
ク
テ
ィ
ブ
ワ
ン 

　（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
十
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
六

年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振

興
部
産
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

マ
ル
ト
Ｓ
Ｃ
城
東
店

　福
島
県
い
わ
き
市
平
字
城
東
一
丁
目
七
番
三
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
十
一
号 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
資

源
管
理
方
針
を
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
変
更
し
た
。 

こ
の
方
針
に
係
る
関
係
書
類
は
、
福
島
県
農
林
水
産
部
生
産
流
通
総
室
水
産
課
及
び
福
島
県
水
産
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
水

　産

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
十
二
号 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ

ろ
（
小
型
魚
）
及
び
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
に
関
す
る
令
和
六
管
理
年
度
（
令
和
六
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
） 

　１

　上
半
期
（
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
） 

⑴

　知
事
管
理
区
分

　福
島
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業
（
上
半
期
） 

⑵

　配
分
す
る
数
量

　五
・
八
ト
ン 

　２

　下
半
期
（
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

⑴

　知
事
管
理
区
分

　福
島
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業
（
下
半
期
） 

⑵

　配
分
す
る
数
量

　五
・
九
ト
ン 

二

　く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
） 

　１

　知
事
管
理
区
分

　福
島
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業 

　２

　配
分
す
る
数
量

　一
・
〇
ト
ン 

（
水

　産

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
十
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

川
屋
池
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
（
地

震
・
豪
雨
対
策
型
）
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　年
四
月
十
五
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

須
賀
川
市
役
所 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
十
四
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
久
保
池
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
（
地

震
・
豪
雨
対
策
型
）
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 
同

　
　年
四
月
十
五
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

郡
山
市
役
所 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 
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福
島
県
告
示
第
二
百
十
五
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
六
年
三
月
十
四
日
真
野
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
十
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
六
年
三
月
十
四
日
原
町
東
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
十
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

東
白
川
郡
塙
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

三

　解
除
の
理
由 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

塙
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
十
八
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

東
白
川
郡
塙
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

三

　解
除
の
理
由 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

塙
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
十
九
号 

　特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
都
市
河
川
及
び
当
該
特
定
都
市
河
川
に
係
る
特
定
都
市
河
川
流
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　特
定
都
市
河
川 

 

区

　
　
　
　
　
　間

河
川
名 

上

　
　流

　
　端

下

　
　流

　
　端

□
瀬
川

　

 

左
岸

　郡
山
市
□
瀬
町
多
田
野
字
堰
場
九
番
二
地
先

　

 

阿
武
隈
川
へ
の
合
流
点 

右
岸

　郡
山
市
□
瀬
町
多
田
野
字
黒
岩
原
三
番
三
地
先

馬
場
川

　

 

左
岸

　郡
山
市
片
平
町
字
中
屋
敷
向
七
〇
番
地
先

　
　

 

□
瀬
川
へ
の
合
流
点

　

 

右
岸

　郡
山
市
片
平
町
字
中
屋
敷
向
六
九
番
地
先

　
　

大
久
保
川 

左
岸

　郡
山
市
□
瀬
町
多
田
野
字
大
将
旗
九
番
一
地
先 

□
瀬
川
へ
の
合
流
点

　

 

右
岸

　郡
山
市
□
瀬
町
多
田
野
字
大
将
旗
八
番
一
地
先

二

　特
定
都
市
河
川
流
域 

郡
山
市
の
区
域
の
う
ち
、
次
の
図
面
の
赤
色
枠
で
囲
ま
れ
た
区
域 

三

　指
定
年
月
日 

令
和
六
年
七
月
一
日 

（
「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
福
島
県
土
木
部
企
画
技
術
総
室
土
木
企
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
土
木
企
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
号 

　特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
都
市
河
川
及
び
当
該
特
定
都
市
河
川
に
係
る
特
定
都
市
河
川
流
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　特
定
都
市
河
川 
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区

　
　
　
　
　
　間

河
川
名

上

　
　流

　
　端

下

　
　流

　
　端

谷
田
川

　
左
岸

　郡
山
市
田
村
町
田
母
神
字
古
作
三
一
番
地
先

　

 

大
滝
根
川
へ
の
合
流
点

右
岸

　郡
山
市
田
村
町
田
母
神
字
古
作
五
九
番
三
地
先

黒
石
川

　
左
岸

　郡
山
市
中
田
町
柳
橋
字
前
ノ
内
四
九
〇
番
一
二

谷
田
川
へ
の
合
流
点

　

地
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

右
岸

　郡
山
市
中
田
町
柳
橋
字
前
ノ
内
三
五
三
番
地
先

二

　特
定
都
市
河
川
流
域 

郡
山
市
、
須
賀
川
市
及
び
平
田
村
の
区
域
の
う
ち
、
次
の
図
面
の
赤
色
枠
で
囲
ま
れ
た
区
域 

三

　指
定
年
月
日 

令
和
六
年
七
月
一
日 

（
「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
福
島
県
土
木
部
企
画
技
術
総
室
土
木
企
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
土
木
企
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号 

　特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
第
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
都
市
河
川
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域
を
指
定
す
る
件
（
令
和
六
年
福
島
県
告
示
第

二
百
二
十
号
）
で
指
定
し
た
特
定
都
市
河
川
流
域
及
び
特
定
都
市
河
川
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域
を
指

定
す
る
件
（
令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号
）
で
指
定
の
あ
っ
た
特
定
都
市
河
川
流
域

に
お
け
る
基
準
降
雨
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄
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第467号令和 6年 3月26日　火曜日 福 島 県 報

降雨波形：中央集中型 24時間総雨量 ：169.06mm

生起確率：１０年に１度 最大降雨強度(1時間) ：52.84mm/h

最大降雨強度(10分間) ：112.93mm/h

時 分
降雨量

（mm/h）
時 分

降雨量
（mm/h）

時 分
降雨量
（mm/h）

時 分
降雨量
（mm/h）

0－10 0－10 0－10 0－10

10－20 10－20 10－20 10－20

20－30 20－30 20－30 20－30

30－40 30－40 30－40 30－40

40－50 40－50 40－50 40－50

50－60 50－60 50－60 50－60

0－10 0－10 0－10 0－10

10－20 10－20 10－20 10－20

20－30 20－30 20－30 20－30

30－40 30－40 30－40 30－40

40－50 40－50 40－50 40－50

50－60 50－60 50－60 50－60

0－10 0－10 0－10 0－10

10－20 10－20 10－20 10－20

20－30 20－30 20－30 20－30

30－40 30－40 30－40 30－40

40－50 40－50 40－50 40－50

50－60 50－60 50－60 50－60

0－10 0－10 0－10 0－10

10－20 10－20 10－20 10－20

20－30 20－30 20－30 20－30

30－40 30－40 30－40 30－40

40－50 40－50 40－50 40－50

50－60 50－60 50－60 50－60

0－10 0－10 0－10 0－10

10－20 10－20 10－20 10－20

20－30 20－30 20－30 20－30

30－40 30－40 30－40 30－40

40－50 40－50 40－50 40－50

50－60 50－60 50－60 50－60

0－10 0－10 0－10 0－10

10－20 10－20 10－20 10－20

20－30 20－30 20－30 20－30

30－40 30－40 30－40 30－40

40－50 40－50 40－50 40－50

50－60 50－60 50－60 50－60

特定都市河川流域における基準降雨
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（
土
木
企
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
須
賀

西
白
河
郡
矢
吹
町
天
開
四

変
更
前

　

 

　
　
　九
・
五
～ 

　
　四
二
〇
・
〇 

川
矢
吹
線

六
四
番
地
先
か
ら

　
　
　

 

　
　
　二
〇
・
〇

同

　
　郡
同

　町
天
開
五

七
〇
番
一
地
先
ま
で

　
　
変
更
後

　

 

　
　
　九
・
五
～ 

　
　四
二
〇
・
〇 

　
　
　二
〇
・
〇

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
広
野

双
葉
郡
□
葉
町
大
字
井
出

変
更
前

　

 

Ａ

　
　五
・
〇
～ 

一
、
七
〇
七
・
三 

小
高
線

　
字
小
田
前
一
二
七
番
一
地

　
　
　三
九
・
〇 

 

先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 
 

同

　郡
同

　町
大
字
下
繁

 
 

岡
字
南
代
四
七
番
四
地
先

 
 

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

双
葉
郡
□
葉
町
大
字
山
田

Ｂ

　一
一
・
〇
～ 

四
、
七
七
〇
・
〇 

浜
字
坂
下
一
二
番
一
地
先

　
　二
〇
〇
・
〇 

か
ら 

 

同

　郡
同

　町
大
字
下
繁

 

岡
字
一
丁
坪
一
番
一
地
先

 

ま
で

　
　
　
　
　
　
　

双
葉
郡
□
葉
町
大
字
山
田

変
更
後

　
Ｂ

　一
一
・
〇
～ 

四
、
七
七
〇
・
〇 

浜
字
坂
下
一
二
番
一
地
先

　
　
　八
四
・
〇 

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

同

　郡
同

　町
大
字
下
繁

岡
字
一
丁
坪
一
番
一
地
先

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の

期
日

県
道
須
賀
川
矢
吹
線

　
西
白
河
郡
矢
吹
町
天
開
四
六
四
番
地
先

令
和
六
年
三
月
二
七
日

　

　
　
　
　
　
　
　

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同

　
　郡
同

　町
天
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